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平成27年度第2回児童福祉審議会

【会議資料4】

児童虐待防止推進月間チラシ
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児童虐待防止の
シンボルマークです

主瓶“厚生労曽嘗・内閣府

虐待かもと思フたらすぐにお電話をください。
あなたの1本のお電話で救われる子ともがいます。

連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
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お住まいの地域の児童相談所につながりまt +?一躬u1話からはつクがリ含せん
拳過話料がかかり*す。
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fども虐特を駈1トケるという
メッヤージカ1λめられていますイ

虐待かもと思フたらすぐにお電話をください。
あなたの1本のお電話で救われる子ともがいます。

■巨音d≦法ノ:〉リi
ー- 1 ・

「1
し』 ◆ r1

し』

おぼ↑こた1フなぐ

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、

重い病気になっても病院に連れて行かないなど

おど

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、

子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう([)V) @ど

連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
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子育てに悩んだら。
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○児童相談所全国共通ダイヤル

○埼玉県南児童相談所

○戸田市ことも家庭相談センダー
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